
令和８年度課税計算説明 

《市民税・県民税の計算方法》 

 

上記により計算された市民税額・県民税額に森林環境税額を加えたものが年税額です。 

※1    総所得金額等※3が「35 万円×(1+扶養親族数)＋42 万円」で求められる金額(扶養親族がいない場合は 45万円)以下の場合は非課税。 

※2    合計所得金額※4が「32 万円×(1+扶養親族数)＋28.9 万円」で求められる金額(扶養親族がいない場合は 42 万円)以下の場合は非課税。 

※3    総所得金額等とは、特別控除適用前、繰越控除適用後の総所得金額、山林・退職所得金額、申告分離課税に係る各種所得金額の合計額です。 

※4    合計所得金額とは、特別控除適用前、繰越控除適用前の総所得金額、山林・退職所得金額、申告分離課税に係る各種所得金額の合計額です。 

○税率 所得割額 

 

○均等割額 

市民税 3,000 円  県民税 1,500 円               

○森林環境税  

年額 1,000 円 

合計所得金額が「31.5万円×(1+扶養親族数)＋28.9 万円」で求められる金額（扶養親族がいない場合は 41.5万円）以下の場合は非課税。 

○所得控除額 ※年齢等については、令和７年１２月３１日の現況にて判定します。 

 

 

 

 

区　　分 市民税 県民税

総　　　所　　　得 6.0% 4.0%

分
離
譲
渡
所

得

短
期

一　般　分 5.4% 3.6%

国等への譲渡分（軽減分） 3.0% 2.0%

長
期

一　般　分

居住用財産分（軽課分）
6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%

6,000万円超の部分 3.0% 2.0%

3.0% 2.0%

優良住宅地等分（特定分）
2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%

2,000万円超の部分 3.0% 2.0%

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 3.0% 2.0%

株 式 等 の 譲 渡 3.0% 2.0%

申告分離課税を選択した場合の配当所得 3.0% 2.0%


